
1
月
中
旬
〜
下
旬
に
か
け
て
、

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
老
齢

年
金
を
受
け
て
い
る
人
に
、
日
本

年
金
機
構
か
ら「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」が
送
付
さ
れ
る
予

定
で
す
。

　
こ
の
源
泉
徴
収
票
に
は
令
和
6

年
2
月
〜
12
月
に
支
払
わ
れ
た（
7

年
の
1
月
に
支
払
い
が
あ
っ
た
人

は
1
月
分
ま
で
）「
年
金
の
総
額
」

「
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
」「
社

会
保
険
料
の
金
額
」な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
や
住
民
税
の
申
告
を

す
る
際
に
必
要
に
な
る
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
源
泉
徴
収
票
が
届
か
な
い
場
合

や
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

年
金
証
書
な
ど
の
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
物
を
用
意
し
て
、
年
金

ダ
イ
ヤ
ル
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金

に
は
税
金
が
か
か
ら
な
い
の
で
、

こ
れ
ら
を
受
給
し
て
い
る
人
に
は

源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

対
象　
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０
・

０
５
・
１
１
６
５
）・
保
険
年
金

課（
☎
40
２
２
５
９
）

　
令
和
６
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
お
よ
び
市
県
民
税
の
申
告
に
当

た
り
、
次
の
と
お
り
相
談
窓
口
が

開
設
さ
れ
ま
す
。
受
付
方
法
な
ど

の
申
告
の
詳
細
は
、
広
報
ふ
じ
お

か
２
月
１
日
号
お
よ
び
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
周
知
し
ま
す
。

  

事
前
申
告
相
談

期
日　
①
＝
２
月
６
日
㈭
・
７
日

㈮
②
＝
２
月
12
日
㈬
〜
14
日
㈮

会
場　
①
＝
鬼
石
総
合
支
所
②
＝

市
役
所
本
庁
舎

  

申
告
相
談

期
日　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
17
日

㈪（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

会
場　
藤
岡
税
務
署
・
市
役
所
本

庁
舎

問
い
合
わ
せ　
▽
所
得
税
の
確
定

申
告
に
関
す
る
こ
と
＝
藤
岡
税
務

署（
☎
㉒
０
９
７
１
）▽
市
県
民

税
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
＝
税
務

課（
☎
40
２
２
３
１
）

  

申
告
相
談
な
ど
で
来
署
を

  

検
討
の
人

　
１
月
６
日
㈪
〜
２
月
14
日
㈮
は
、

税
務
署
内
に
確
定
申
告
会
場
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
の
期
間
に
所
得
税
・

個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告
相

談
の
た
め
に
来
署
す
る
場
合
に
は
、

事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
方
法　
電
話
で
藤
岡
税
務
署

（
☎
㉒
０
９
７
１
）

※
事
前
の
予
約
が
な
い
場
合
は
対

応
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い

  
申
告
書
な
ど
の
控
え
へ
の

  
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
に
つ
い
て

毎月 1,400 人がやっている
筋力トレーニング

　筋力トレーニング教室は、身近な公会堂などの会場で
開催しています。筋力は 50歳を過ぎると年々減少して
いくので、筋トレ教室に参加しましょう。今月は、股関
節周辺の筋肉を強くする体操を紹介します。

　腰は曲げず、上体は真っすぐの状態で４秒かけて足を
持ち上げます。足を持ち上げる時の軸足は重心をややつ
ま先に移動します。無理のない範囲で８セット行います。

問い合わせ　元気長寿課（☎402809）

　
国
税
庁
で
は
、
納
税
者
の
利
便

性
の
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
、
申

告
手
続
き
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
・

事
務
処
理
の
電
子
化
・
押
印
の
見

直
し
な
ど
、
国
税
に
関
す
る
手
続

き
や
業
務
の
在
り
方
の
抜
本
的
な

見
直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
令
和
７
年

１
月
以
降
、
確
定
申
告
書
な
ど
の

控
え
に
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
を

行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
申

告
内
容
な
ど
の
事
後
の
確
認
な
ど

の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
自
身
で

控
え
の
作
成
お
よ
び
保
有
、
申
告

書
な
ど
の
提
出
年
月
日
の
記
録
・

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

e
–
T
a
x
を
利
用
す
る
と
、

申
告
書
な
ど
の
デ
ー
タ
送
信
後
に
、

送
信
日
や
申
告
内
容
な
ど
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
藤
岡
税
務
署（
☎

㉒
０
９
７
１
）注１　暗証番号が分からない場合は、スマートフォンでの申告ができません。必ず事前に確認の上、申

　　　し込みをしてください
注２　事業収入・不動産収入・個人年金などの収入がある人や住宅借入金控除の適用がある人は、今回
　　　のスマホ申告会では受け付けができません。相談が必要な人は２月17日㈪から開設される確定申
　　　告会場を利用してください

対象 必要書類など

全員

・マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード登録時の暗証番号（署名用暗証番号（英数字６～ 16文字）
および数字 4桁の利用者証明用暗証番号）が分かる物
・申告者名義の口座番号の分かる物

※過去に税務署で申告したことがある人は、電子申告で使用する利用者識別番号
（16桁）が分かる書類も持参してください

所
得
給与 給与の源泉徴収票
年金 公的年金等の源泉徴収票

控
除

社会保険料 納付額確認書・国民年金保険料控除証明書など
生命保険料 控除証明書
地震保険料 控除証明書
障がい者 障害者手帳・障害者控除対象者認定書・療育手帳

医療費
令和6年1月～12月分の医療費の額を、診療を受けた人、病院（薬局）ごとに
まとめた物（高額療養費などで補てんされた金額がある場合は、あらかじめ集
計してください）

寄附金 寄附した団体などからの受領証

スマホ申告説明会に参加してみませんか？
自身のスマートフォンを使って令和６年分の確定申告を行います。
操作方法や分からないことなどは税務署職員がその場で説明するため、初めてでも安心です。
　また、スマホ申告を利用することで、申告会場に出向かずに申告ができ、還付金の振り込みも迅
速です。この機会にスマホ申告に挑戦してみませんか。

日時　１月31日㈮
　　　▷午前の部＝午前９時 30分開場
　　　　　　　　　10時～ 11時 30分説明会
　　　▷午後の部＝午後１時 30分開場
　　　　　　　　　２時～３時 30分説明会
会場　市役所本庁舎
対象　市内在住で、収入が給与収入のみまたは公的年金の収入のみ、
　　　もしくはその両方を有する人
定員　各部ともに20人（先着順・要申し込み）
その他　事前にマイナポータルアプリのインストール（右記２次元
　　　　コードを読み取り）をしてください
申し込み　１月24日㈮までに電話で藤岡税務署
問い合わせ　藤岡税務署（☎㉒0973）・税務課（☎402231）

▲Android 版
「Google Play Store」

▲ iOS（iPhone）版
「App Store」

そ
の
他

公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
の
送
付

所
得
税
の
確
定
申
告
・

市
県
民
税
の
申
告

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

講
座
・
教
室

ス
ポ
ー
ツ

募　
集

健
康
福
祉
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